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事評価体系等に関する調査項目の設定方法等に反映する。また、

大学・企業のヒアリング調査の実施先や実証研究を行う大学の

選定に関しても有識者の意見を反映する。） 

・厚生労働省の所管事業をはじめ、類似する既存

事業での取組内容や成果についてよく分析し、

活用可能な取組内容や成果を本事業のスキーム

にビルトインするなど、事業及び予算の重複を

排除してより実効性の高いものとなるよう、何

が真に必要なのか見極めるなど取組の手順も含

め抜本的に見直すべきである。

・他省庁の事業も含めた関連事業との重複を排除

した上で、より効果的・優先度の高い取組に絞り、

事業を実施する。

（スケジュール） 

・令和２年度予算額に反映した。

○左記について令和２年度予算額に反映したところであるが、更に

令和３年度予算要求においても、文部科学省内及び関係省庁と連携

しながら関連事業との重複を排除した上で、より効果的・優先度の高

い取組に絞り事業を実施する。

・専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

（人手不足や生産性向上に資する人材の養成など、新たなニ

ーズに対応する教育カリキュラムの開発や就職氷河期世代の

ためのリカレント講座の開発・実証など緊急性の高い事業に

絞り込み、必要な経費を要求） 

・社会人の学びの情報アクセス改善に向けた実践研究

(運営委員会の議論や閲覧者の動向分析を踏まえ、例えば

Society5.0 を見据えた AI や IOT といった社会的ニーズの高

い分野のコンテンツの追加やマイページの充実化等による効

果検証の実施等、効果的かつ優先度の高い取組に絞り、必要な

経費を要求) 

・大学等におけるリカレント講座の持続可能な運営モデルの構築

（令和 3年度は、令和 2年度に実施する大学等や企業への調

査結果から導かれた課題や好事例を踏まえ、研究内容を精査

し、大学等において、効果的、効率的な実証研究を行うため

に真に必要な経費を要求。 

・政策誘導の方法として、必ずしも各大学等に対

しての補助金による方法によらずとも、各地域

での先行する地域再生の取組を含めた既存スキ

ームの活用や、授業料負担や企業側の負担など

本来誰が費用を負担すべきなのかといった費用

負担のあり方の検証も含め、政策誘導の方法を

工夫するべきである。別途の政策的後押し（教

育訓練給付受給者の倍増等（厚生労働省））もあ

る中、大学等におけるリカレント教育プログラ

ムの開発や学内人材育成については、そもそも

大学等自らが、地域社会でのニーズや各学校の

特色に応じて魅力的な教育プログラムを開発・

実施し、授業料収入を得て運営すればよく、国

費まで投入して支援する必要性について精査が

必要である。

・大学等が有する機能や役割等を踏まえつつ、国が

支援すべき取組と大学等が本来実施すべき取組

の棲み分けを行った上で、真に国の支援が必要な

取り組みに対して国費を投入する。 

（スケジュール） 

・令和２年度予算額に反映した。

○左記について令和２年度予算額に反映したところであるが、更に

令和３年度予算要求においても、文部科学省内及び関係省庁と連携

しながら、大学等が実施すべき取組との棲み分けを行った上で真に

国の支援が必要な取組に対して国費を投入する。

・専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

（人手不足や生産性向上に資する人材の養成など、新たなニ

ーズに対応する教育カリキュラムの開発や就職氷河期世代の

ためのリカレント講座の開発・実証など緊急性の高い事業に

絞り込み、必要な経費を要求） 

・社会人の学びの情報アクセス改善に向けた実践研究

(運営委員会の議論や閲覧者の動向分析を踏まえ、例えば

Society5.0 を見据えた AI や IOT といった社会的ニーズの高

い分野のコンテンツの追加やマイページの充実化等による効
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果検証の実施等、効果的かつ優先度の高い取組に絞り、必要

な経費を要求) 

・大学等におけるリカレント講座の持続可能な運営モデルの構築

（令和 3年度は、令和 2年度に実施する大学等や企業への調

査結果から導かれた課題や好事例を踏まえ、研究内容を精査

し、大学等において、効果的、効率的な実証研究を行うため

に真に必要な経費を要求。）  

・KPI「大学・専門学校等での社会人受講者数を

2022 年度までに 100 万人とする。」（成長戦略

2019）と各事業との関係を明らかにするととも

に、これに限らず、アウトカム指標やアウトプ

ット指標について、事業の達成状況をより把握

できるものとなるよう工夫するべきである。

・令和２年度に実施する各事業の達成状況をより

把握できるアウトカム指標及びアウトプット指

標を設定するため、各事業のこれまでの取組状況

や成果を踏まえ、今後の波及効果をより詳細に分

析・把握し、これまでの各指標が適切なものであ

るか再検討を行う。

（スケジュール） 

・令和２年度事業において、夏頃までに調査やヒア

リングを行い、その結果を踏まえてより適切なア

ウトカム・アウトプットを検証する。

○左記の指摘事項を踏まえ、各事業において、外部有識者による会議

やヒアリング等を実施しており、その内容や意見等を踏まえ、より適

切な指標について検証を行っている。

・専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト

（本事業においては、専修学校における社会人在籍者数を 2022

年までに 30 万人に増加させるというアウトカムが設定され

ているところ。この他、専修学校における社会人の学び直し

に関する調査及び有識者の所見を踏まえ、本事業の成果をよ

り適切に把握できるような成果指標や目標値の設定について

検討及び改善を進めている。） 

・社会人の学びの情報アクセス改善に向けた実践研究

（今年度の運営委員会の議論や、閲覧者の動向分析を踏まえ

アウトカム指標として設定している『「学び直しに関する情報

を得る機会が必要」と回答した社会人の割合』の令和 3 年度

の目標値を現在設定している 25％から、20％に見直すことを

運営委員会で諮ることとしている。）

・大学等におけるリカレント講座の持続可能な運営モデル

（本事業は、行政事業レビューシートでは、『「主に社会人を

対象としたプログラムを提供していない」と回答した大学等

の割合（平成 27 年度約 74.5％→令和 6年度に 50％に縮減）』

『「活用する外部教育機関の種別」として大学等を回答した

民間企業の割合（平成 27 年度約 20.1→令和 6年度に 30％に

増加）」というアウトカムを運営委員会の議論を踏まえ設定

する。実証研究を踏まえ、ガイドライン（試行版）の作成・

普及を通し、大学等におけるリカレント講座実施における運

営面の改善を促す事業であり、今後は事業の達成状況を踏ま

え指標を検証する。） 

3







・自治体がコンセッション導入や広域化を行うに

際しては、関係府省が連帯して、積極的に支援し

ていくべきである。

・現在起こっている水道管の破裂等のエビデンス

に基づいて、水道事業の現状を国民・住民に積極

的に正しく伝えていく一層の努力が必要ではな

いか。

【厚生労働省・内閣府等】 

・コンセッション制度の導入や広域化の推進に

ついて、関係府省が連携して制度の周知や技術的

助言等の支援を実施する。

【厚生労働省】 

・水道事業の現状について、自治体における住民

への広報等を推進するほか、厚生労働省としても

様々な機会をとらえて周知に努めていく。

【厚生労働省】 

・コンセッション制度の導入に先導的に取り組む地方公共団体に

対して、関係府省とも連携して技術的助言等を行い、制度の導入

に向けた取組を支援した。宮城県においては令和元年 12 月に実

施方針を策定するとともに令和２年３月に募集要項等を公表し

事業者の公募を開始しているところ（３グループから応募あり）。

また、大阪市においては令和２年４月に実施方針を策定したとこ

ろ。こうした地方公共団体への支援の取組を引き続き実施。 

・総務省と連携して、都道府県に対し「水道広域化推進プラン」

を令和４年度までに策定するよう要請するとともに、策定を支援

するため、マニュアルを策定、周知した。また、策定に必要な経

費など、引き続き必要な予算を要求。

【内閣府】

・関係府省が連携して効果的な支援を進められるように、上下水

道コンセッションに係る三府省連絡会（内閣府・国交省・厚労省）

を実施。

・公共施設等運営権等の導入に係る検討に要する費用を助成する

ことにより、コンセッション事業等の案件形成を促進することを

目的とする補助金を令和元年度補正予算案に計上した。支援自治

体を継続してフォロー中。

・上下水道コンセッション推進のための補償金免除繰上償還制度

の活用を計画している自治体に対して支援を実施。

【厚生労働省】 

・水道事業者等が参加する地域懇談会、官民連携推進協議会にお

いて、改正水道法の趣旨、住民への広報等について周知を行って

おり、こうした取組みを引き続き実施。

・既存の地域プラットフォームの効果を検証する

とともに、地元金融機関の積極的な関与を含め、

より効果の高い枠組み作りを進めていくべきで

はないか。

【内閣府】 

・地域プラットフォームについて、具体的な案件

の形成に結びついたか等、適切に効果を検証する

ための KPI を設定し PDCA サイクルにより効果の

高い支援を実施する。

・令和元年に創設した「地域プラットフォームの

協定制度」について、地域金融機関が積極的に関

与するよう促すなど、効果の高い枠組みの構築を

図る。

【内閣府】 

・「新経済・財政再生計画 改革工程表 2019」（令和元年第 14 回経

済財政諮問会議／令和元年 12 月 19 日）において、「地域プラッ

トフォームを活用してPPP/PFI事業の導入可能性調査等を実施し

た地方公共団体数」について、2018 年度～2020 年度に 200 団体

とする KPI を設定した。

・地方公共団体における PPP/PFI 案件形成を促進するため、地域

プラットフォームの形成支援や、地域プラットフォームを通じた

具体的なPPP/PFI案件の事業化支援などを行うために必要な経費

を令和３年度政府予算案に計上した。
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入事例を創出した場合、当該業界の実装率は 10％

増加する。中間目標年度を 2027 年度と設定し目

標値を 30％とし、毎年度ごとの進捗状況を把握す

る。また、最終年度 2029 年の目標値を 50％とす

る。 

・要素技術の研究開発に関する補助率について

は、本来であればこのような要素技術に関する基

礎研究は委託で実施するところ、国任せにせず産

業界のコミットを得ながら事業を実施し実用化

まで見据えた体制を構築すべく、補助率は引き続

き 3分の 2とする。一方、ロボットフレンドリー

な環境の実現に関する補助率については、本事業

は来年度が初年度のため、2020 年度以降、成果の

状況を踏まえて見直しを検討することとする。

いては、こうした点も考慮し、必要に応じて見直しを検討してい

く。 

・両事業について、アウトカムが本事業以外の事業

と併せて達成されるのであれば、本事業による

寄与度を明確にすべきである。 

【ロボット介護機器等福祉用具開発標準化事業】 

・現在設定しているアウトカムは、事業目的の達

成状況の把握や寄与度の算出が難しく、指標とし

て不十分のため、指摘を踏まえ、把握可能なアウ

トカムの設定を行うため、年度末までに有識者を

交えた関係者との検討会を開催して方向性をと

りまとめる。

【革新的ロボット研究開発等基盤構築事業】 

・エネルギー効率 1.3 倍は、当該予算事業におい

て達成することを想定。

・ロボットフレンドリーな環境の実装率の向上

は、当該予算事業以外の事業と合わせて達成され

るものではなく、当該予算事業において達成する

ものである。

・「ロボット介護機器等福祉用具開発標準化事業」については、令

和 3年度概算要求において、当室の先進的医療機器及びロボット

等介護福祉用具の開発を一体的に実施する観点から「先進的医療

機器・システム等技術開発事業」と統合して実施する方向であり、

その中で把握可能なアウトカム等について、有識者を交えた検討

会での意見を踏まえて検討を進めているところ。 

【革新的ロボット研究開発等基盤構築事業】 

・左記の通り、アウトカムは当該予算事業以外の事業と合わせて

達成されるものでは無く、当該予算事業において達成するもの。
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案に反映させる。 

○ 効果検証委員会の開催（年４回（予定））

○ 事業の評価の適正性の検証及び交付金事業の効果測定のよ

り適切な算出方法等については、効果検証委員会において検討

中。

（令和３年度概算要求での改善状況） 

○ 上記対応を踏まえ、引き続き地方創生に資する事業の効率的

かつ効果的な実施に必要な予算を要求した。

・DMO 創設が目的となっており、効果が不明確で検

証もできていない。今後は、DMO を増やすことで

はなく、メリハリをつけた支援が必要である。ま

た、調査業務や海外への情報発信は原則 JNTO に

一元化するなどし、DMO への支援事業について

は、コンテンツ開発や受入環境の整備等の着地

整備を最優先にするなど、既存組織では行って

いなかったことに取り組むべきである。

（対応方針①） 

・より高い事業効果が見込まれる事業者を支援

するという観点から、訪日外国人旅行者周遊促進

事業の補助対象事業者から日本版 DMO 候補法人

を除き、より厳格な要件を満たす日本版 DMO 法人

に絞る。

・訪日外国人旅行者周遊促進事業の補助対象事

業のうち、調査や海外への情報発信に係る事業に

ついては日本政府観光局との役割分担に基づく

取組に対象を絞る、重複した情報発信を避ける観

点から各層の DMO（広域連携 DMO、地域連携 DMO、

地域 DMO）間の連携を求めるなど、補助要件を厳

格化する。

・訪日外国人旅行者周遊促進事業の補助金額に

ついて、調査・戦略策定、情報発信・プロモーシ

ョンに係る事業を、合わせて３割以下に抑制し、

着地整備の取組（滞在コンテンツの充実、受入環

境整備に係る事業）を重点的に支援する。

（スケジュール） 

・訪日外国人旅行者周遊促進事業における補助

対象事業者の絞り込み及び補助要件の厳格化を

令和元年度中に検討し、令和２年度の補助金交付

要綱等へ反映させる。

（対応方針②） 

・「世界水準の DMO のあり方に関する検討会」の

中間とりまとめを踏まえ、今年度実施している海

外事例調査の結果等をもとに、観光地域づくり法

人（DMO）の登録要件の厳格化や更新制度等の導入

の検討を行う。 

（スケジュール） 

・観光地域づくり法人（DMO）の登録要件の厳格化

や更新制度の導入等、制度の見直しを行い、令和

・令和２年度の補助金交付要綱等を左記の通り改定した。

（令和３年度概算要求での改善状況） 

令和２年度当初予算において既に左記の方針を反映済み。 

令和３年度概算要求においてもこれを継続。 

・「世界水準のＤＭＯのあり方に関する検討会」の中間とりまと

め等を踏まえ、海外事例も参考に、令和２年４月、これまでの登

録制度を見直し、観光地域づくり法人（DMO）の登録要件の厳格化

や更新制度の導入等を内容とする「観光地域づくり法人の登録制

度に関するガイドライン」を公表し、運用を開始した。 
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２年度中の運用開始を目指す。 

・世界水準の DMO を目指すには、地域の主体的な参

画を確保するとともに、外部専門人材の登用に

ついては、観光振興のために推進すべきもので

あるが、人材の多様化に資するよう、多様な業種

から、観光振興に具体的な実績を持った者が登

用されるように仕組みを構築すべきである。 

（対応方針） 

・「世界水準の DMO のあり方に関する検討会」の

中間とりまとめを踏まえ、今年度実施している海

外事例調査の結果等をもとに、地域の主体的な参

画を確保するための方策を検討するとともに、観

光振興について実績を有する多様な外部専門人

材の登用を促進するため、世界水準の DMO 形成促

進事業において、観光地域づくり法人（DMO）と専

門人材のマッチングの仕組みを導入する。 

（スケジュール） 

・地域の主体的な参画を確保するための方策に

ついて、令和２年度中の運用開始を目指すととも

に、令和２年度の世界水準の DMO 形成促進事業の

実施に当たって、観光地域づくり法人（DMO）と専

門人材のマッチング（令和２年度早々に事業者と

契約を締結）を実施する。

・「世界水準のＤＭＯのあり方に関する検討会」の中間とりまと

め等を踏まえ、地域の多様な関係者の参画が確保されていること

等を観光地域づくり法人（DMO）の要件とするとともに、令和２年

度の世界水準の DMO 形成促進事業の実施に当たっては、観光地域

づくり法人（DMO）と専門人材のマッチング（令和２年４月に事業

者と契約を締結）を実施した。 

（令和３年度概算要求での改善状況） 

国際観光旅客税を充当する具体的な施策・事業については、観光

戦略実行推進会議における民間有識者の意見も踏まえつつ、今後

の予算編成過程において検討することとされている（観光立国推

進閣僚会議決定）ことから、その際には、本フォローアップも考

慮して検討。 
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ものへと可能な限り見直すべきである。 等のあり方について、令和２年８月までに見直

す。 

・なお、これまでの事業において不用や繰越しが多

数生じていることに鑑み、事業の利用動向等の

把握・分析に努めるとともに、また、農山漁村コ

ミュニティの今後の変化に応じて、ターゲット

を明確化し、対策メニューや事業対象地域の重

点化や見直し等、事業のあり方を随時見直して

いくべきである。

○ 過年度における不用、繰越しの要因の把握・

分析を行うとともに、対策メニューによっては

改めて要望量調査等による事業の利用動向等

の把握・分析を行い、適切な予算額となるよう

令和２年度予算に反映する。また、引き続き令

和３年度予算の概算要求に反映する。

（スケジュール） 

令和２年度政府予算案概算決定（12 月）。

令和３年度予算概算要求（８月）に反映する。 

○ 事業のあり方の見直しについては以下の通

り対応する。

① 対象メニューの重点化として、基本方針

2019 及び農業生産基盤強化プログラムを踏

まえ、条件不利地域である中山間地域の振興

に特化した「中山間地農業推進対策」を本交

付金の対策として新設する。

② また、これまでの６つの対策については、

ターゲットを明確化し、真に必要な地域に支

援が重点化されるよう、採択要件や加点措置

による優先順位の設定等を検討。

（スケジュール） 

① 令和２年度政府予算案概算決定（12 月）。 

② 令和２年度公募から反映する。

○不用、繰越しに関しては、一部の対策メニューについて改めて

地域の要望量調査等による事業の利用動向等の把握・分析を行

い、令和２年度予算が適切な予算額となるよう対応した。

（令和３年度概算要求での改善状況） 

→台風等災害の被災対応等により計画策定に支障をきたしてい

たことや、過年度において計画していた地域の採択が辞退等に

よって予定より減少したこと等が主な不用の要因となってい

た。このことを踏まえ、地域の要望量調査等による事業の利用

動向等の把握・分析等を行った上で、その結果を踏まえ、令和

3年度概算要求に適切に反映した。

○ 対策メニューの重点化・見直しについては、中山間地域にお

ける支援を重点化するため、「中山間地農業推進対策」を新設し

た。

令和２年度公募から、各対策において採択要件、加点措置の

追加による優先順位の設定等を行った。特に農泊については審

査において地域振興立法対象地域を対象に配慮措置を行い、こ

れらの地域について重点的に採択している。 

○「基本方針

2019（第４次

安倍第２次

改造内閣）

（令和元年

９月 11 日閣

議決定）」

https://www.k

antei.go.jp

/jp/kakugik

ettei/2019/

0911kihonho

usin.html 

○「農業生産基

盤強化プロ

グラム（令和

元年 12 月 10

日 閣 議 決

定）」 

https://www.k

antei.go.jp

/jp/singi/n

ousui/dai26

/gijisidai.

html 
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・これまでの補助の仕組みでは赤字路線の拡大に

歯止めをかけられていない。そのことを踏まえ、

バス事業者の業務連携、バス会社間の提携・合併

等のスケールメリットによる合理化、バスに貨

物を乗せる貨客混載など、バス事業者の収支改

善の取組を効果的に促すような仕組みに補助制

度を見直すべきである。

・また、現行の制度が、地方の公共交通の現状に即

したものとなっているのか検証し、病院や企業

など既存の民間事業者が所有するバスなどとの

連携をはじめとしたシェアリングエコノミーな

どを行うことで、将来にわたって地域公共交通

を維持するための方策を検討すべきである。 

・乗合バス事業者等が行う共同経営や合併につ

いて、独占禁止法の適用を除外するための特例

法案を検討し、バス事業者間の連携・合併を促

す環境を整備する。

・幹線バスの生産性向上に当たっては、バス事業

者に対し、バス事業者の業務連携等によるスケ

ールメリットの合理化を含め、取組の事例を周

知し、そのフォローアップや計画への反映を通

じて、収支改善の努力を促す。

（スケジュール） 

・令和２年通常国会への関連法案の提出を視野

に、交通政策審議会において、検討を進めてい

る。（令和２年１月中に中間とりまとめを行う

予定）

・令和２年度予算において、車両改造費への補助

を創設し、乗合バス等における貨客混載の導入

を促す。

（スケジュール） 

・令和２年度予算案へ反映する。

・地域公共交通活性化再生法の見直しに当たっ

て、地方公共団体が作成するマスタープラン

（地域公共交通計画）において、鉄道、バス等

の公共交通だけでなく、スクールバス、福祉輸

送等との連携を位置づけるよう促すことを検

討する。

・あわせて、通院バス、福祉施設へのバス、スク

ールバス等の活用については、地方公共団体に

対し、取組の事例や、補助要件に該当すれば、

地域内フィーダー系統補助の対象にもなり得

る旨を周知する。

（スケジュール） 

・令和２年通常国会への関連法案の提出を視野

に、交通政策審議会において、検討を進めてい

る。（令和２年１月中に中間とりまとめを行う

予定）

・独占禁止法特例法（令和２年５月 27 日公布、11 月 27 日施行）

の制定により、バス事業者の共同経営等によるサービスの維持

を図る制度を創設した。

・左記の事項を対応することを決定。

・左記の事項を対応することを決定し、令和２年度予算へ反映し

た。

（令和３年度概算要求での改善状況） 

・令和２年度予算において左記の事項を既に反映済み。令和３年

度においても引き続き必要な予算を要求。

・左記の事項を対応することを決定。

・地域公共交通活性化再生法等の改正（令和２年６月３日公布、

６月以内に施行）により、地域の公共交通の将来像を定める「地

域公共交通計画」について、地方公共団体による策定を努力義

務化し、従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資

源（自家用有償旅客運送、福祉車両、スクールバス等）も計画

に位置づけることとした。
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・ また、国際的な公約の実行という観点に立つ

と、個別事業の積み上げを合算していく現在の

方法ではなく、全体目標を達成するために、費用

対効果や規模からみて社会全体のなかでもっと

も効果的な取り組みに対し、省庁・部門の枠を越

えて資源配分を強化するという俯瞰的・戦略的

な手法が必要である。

・ 全体目標は予算事業のみで達成するもので

はないこともあり、指摘頂いた内容を参考にし

つつ、今後改定が予定されている地球温暖化対

策計画の中でどのようなことが出来うるか検

討を行う。

－ 
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可能であり、本事業の考え方・あり方を抜本的に

見直す必要がある。 

・ 「ICT 活用による特殊自動車の省エネルギー

補助事業」については、他の政策・手段による

普及支援が可能であること等を踏まえ、令和２

年度予算政府案において予算額を計上しない

こととする。

・ また、国際的な公約の実行という観点に立つ

と、個別事業の積み上げを合算していく現在の

方法ではなく、全体目標を達成するために、費用

対効果や規模からみて社会全体のなかでもっと

も効果的な取り組みに対し、省庁・部門の枠を越

えて資源配分を強化するという俯瞰的・戦略的

な手法が必要である。

・ 全体目標は予算事業のみで達成するもので

はないこともあり、指摘頂いた内容を参考にし

つつ、今後改定が予定されている地球温暖化対

策計画の中でどのようなことが出来うるか検

討を行う。

－ 
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・検査結果が陽性の者や経過観察を要する者は、そ

の後の適切な受診・受療が重症化予防に向けて

重要であるところ、地域でのフォローアップ、相

談体制が有効に機能しているか検証する必要が

ある。例えば、肝炎医療コーディネーターについ

ては、期待される効果に繋がっているか等を検

証し、それらの結果を踏まえ、必要に応じて活用

方策等の見直しを検討すべきである。 

都道府県における肝疾患相談・支援センターの

相談件数、相談内容等のデータ収集を行う。また、

肝炎医療コーディネーターの配置状況（職種、配

置場所、活動状況等）のデータ収集を行い、配置

の考え方、評価手法の検討を行う。さらには都道

府県等のフォローアップにおける肝疾患相談・支

援センターや肝炎医療コーディネーターの関与

等の実施体制の把握等を踏まえ、上記の検討にあ

わせて必要に応じて肝炎医療コーディネーター

の活用方策等の検討を行うこととする。 

・都道府県に対し、フォローアップの実施体制、肝疾患相談・支

援センターにおける相談件数、相談内容等についてデータ提供を

依頼した。（新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の都道

府県から回答が得られていない状況）

・肝炎医療コーディネーターについて、都道府県に対し、配置状

況に関するデータ提供を依頼した。（新型コロナウイルス感染症

の影響により、一部の都道府県から回答が得られていない状況）

また、研究者に対し、肝炎医療コーディネーターの配置の考え方、

評価手法の検討等について依頼し、研究班で検討を行っている。

・上記見直しに当たっては、地域の取組状況をはじ

めとする地域差の要因等も分析することによ

り、都道府県等に対する補助メニューの見直し

を含め、肝炎対策関連予算の中での予算配分の

見直しも検討したうえで、各施策の成果を適切

に測ることが出来るようなアウトカムを追加

し、事業効果を検証する仕組みとすべきである。

その際、改善が図れるものは速やかに改善する

とともに、検討・調整に時間を要するものがある

場合には、令和３年度における次期肝炎対策基

本指針改定に向けて検討を進めるべきである。 

上記の検討にあわせて行うこととする。 

アウトカム指標の追加については、上記の検討

にあわせて行うこととするが、現状の取組におい

ても各施策の成果を適切に検証することができ

るよう必要に応じて指標の追加を検討する。 

 現状の把握を踏まえた取組の見直し等の検討

にかかるものについては、令和２年 12 月頃から

議論を開始予定の次期肝炎対策基本指針の改定

にあわせて行うこととする。 

・令和２年度行政事業レビューシートにおいて、現状の取組にお

けるアウトカム指標を追加した。
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・その際、新卒応援ハローワークの学卒ジョブサポ

ーター及びわかものハローワークの就職支援ナ

ビゲーターについては、求められるスキルに共

通性が高いと見込まれることから、ハローワー

ク本体における氷河期世代支援を含め、支援対

象者に関係なくいずれの支援業務も遂行できる

者として採用する仕組みとする等の合理化を進

められるよう検討すべきである。併せて、適正配

置を進めるため、それぞれの地域における学卒

ジョブサポーターや就職支援ナビゲーターの人

数や各種の実績を把握できるよう運用改善を検

討すべきである。また、新卒者が増えている中に

おいても新卒応援ハローワークの利用者数が減

少していることや高い新卒者の就職率を踏ま

え、学卒ジョブサポーターに関する業務に割り

当てるべき人員数の見直しを検討すべきであ

る。なお、これらの見直しを行うことにより、限

られた人的資源や財源を就職氷河期世代の支援

等へ有効活用すべきである。

指摘を踏まえ、一部の相談員を就職氷河期世代対

策へ振替えるとともに、新卒、フリーター等の支

援対象者に関わらずいずれの支援業務も行える

よう、令和２年度以降「学卒ジョブサポーター」

を「就職支援ナビゲーター」に一本化し、新卒応

援ハローワーク及びわかものハローワークにお

ける利用者数や就職実績等の業務実績に応じた

ナビゲーター（令和元年度までのジョブサポータ

ーを含む）の配置数見直しを行う。

以下のとおり見直しを行い、一部の相談員については就職氷河期

世代対策へ振替えを行った。 

＜見直し内容＞ ※令和２年度概算要求→令和２年度予算案 

新卒者対策

学卒ジョブサポーター数 1,238 人 

→就職支援ナビゲーター数 1,169 人（▲69 人）

フリーター対策

就職支援ナビゲーター数   264 人→ 238 人（▲26 人） 
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・事業実施後の評価プロセスにおいて、実績と課題

の適切な把握に努めるとともに、これらを次年

度以降の事業に確実に反映し、事業の着実な改

善につなげるべきである。その際、限られた予算

と人的リソースの中で効率的かつ正確にデータ

収集を行うため、事務的負担の軽減も考慮した

上で、国・地域の状況に合わせた形で時代に則し

た方法を検討すべきである。 

引き続き実績と課題の適切な把握に努めるが、よ

りよい改善につなげるため、デジタル技術等も活

用したより効率的かつ効果的なデータ収集の取

り組みを、国・地域の状況も勘案しつつ、令和 2

年度より海外事務所所在国等可能なところから

進めていく。 

指摘を踏まえ令和元年度より一部事業でオンラインアンケート

を導入し、回答内容を自動的に集計することで事務的負担を軽減

しつつ、データ収集の効率化を図る取組を実施しており、引き続

き可能なところから同様の取組を進めていく。 

・ なお、文化芸術交流の裾野を広げるためにも、

例えば映画祭で、集客力のあるコンテンツにつ

いては相応の自己負担を求めるなど、いずれは

民間主体の取組に繋げていくことを目標設定の

際の視点に加えるとともに、実際に現地側のリ

ソース等により事業の展開が可能な国・地域に

ついては、基金で事業を実施するべきか改めて

検討し、民間主体による実施も含めた次のステ

ージへ移行することを検討すべきである。

国際交流基金が実施する文化芸術交流事業にお

いては、既に現地共催機関等に一定の経費負担を

求めることや、一定の条件下で来場者に入場料の

負担を求めるなどの取り組みを行ってきている

が、指摘を踏まえ、基金事業が民間主体の取組に

つながった事例を質的に評価するなど適切な業

績評価に努めつつ、目標設定については次期中期

目標期間を見据え検討を進める。民間主体による

実施も含めた次のステージへの移行については、

国・地域の実情も踏まえて、引き続き検討を行う。 

令和元年度独立行政法人評価において、民間主体の取組に対する

質的成果の評価を実施している。また、事業実施に当たっては、

共催機関等に求める負担割合の見直し等も含め取組を継続して

おり、次期中期目標期間を見据えて、引き続き国・地域の実情を

踏まえながら民間主体の実施も含めた次のステージへの移行に

ついて検討していく。 

（令和３年度概算要求での改善状況） 

令和３年度概算要求における運営費交付金事業についても、上記

に取り組む予定。 

独立行政法人国際

交流基金の業務実

績評価 

https://www.mofa

.go.jp/mofaj/ms/

pe_ar/page24_000

482.html
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（スケジュール） 

・令和２年度以降に実施する事業に反映させる。 

【現地進出支援】 

（対応方針） 

・政府目標である「2020 年度までに中堅・中小企

業の輸出額及び現地法人売上高を 2010 年比 2 倍

を目指す」により整合的な指標を設定するべく、

今年度から支援企業の輸出額・海外現地法人売上

高の計測を開始したところ。 

・これにより、現地支援強化事業が金額ベースの

政府目標に対し数量的にどれだけ貢献するのか

について来年度以降により精緻な把握が可能と

なる。

これらを踏まえ、アウトカムの精緻化を検討す

る。 

（スケジュール） 

・令和２年度以降に実施する事業に反映させる。 

【現地進出支援】 

・左記の対応方針に基づき、令和２年度事業においても引き続き、

支援企業の輸出額・海外現地法人売上高の計測を実施している。 

・計測結果に加えて、ジェトロで実施している企業アンケート等

に基づく中小企業の海外展開における課題を踏まえ、最終アウト

カムの達成に資する補完的なアウトカムを今年 11 月までに設定

する。

（令和３年度概算要求での改善状況） 

補完的なアウトカムを設定する旨をレビューシートに明記。 

・現地進出支援強化事業における海外見本市事業

について、成約件数や成約金額については検証

されているが、見本市終了後の 3年後・5 年後等

に当該国への展開が継続されているかどうかを

フォローアップし、事業効果を検証する必要が

ある。

【現地進出支援】 

（対応方針） 

・海外見本市に参加した中小企業に対して、概ね

一年以内に事業成果の把握、成約に向けた支援ニ

ーズ、課題の把握と事後支援のためのフォローア

ップ調査を実施しており、見本市出展後も国内事

務所等を通じて中小企業が抱える課題の解決に

向けた支援を実施してきた。

・また、ジェトロにおいては、企業情報、事業参

加履歴、展示会等の成果実績を一元的に管理する

データベースの構築に取り組んでいるところ。

・これら事業・ツールを用いて、事業参加者へフ

ォローアップを見本市終了後の 3年後・5 年後ま

で行い、事業効果の検証を図る。

（スケジュール） 

これまでの事業のフォローアップの検証結果を

令和２年度以降の事業に反映させる。 

【現地進出支援】 

・左記の対応方針に基づき、企業情報、事業参加履歴、展示会等

の成果実績を一元的に管理するデータベースの構築を昨年度中

に完了し、運用を開始している。

・令和２年度は、平成 28 から 30 年度の間に海外見本市に参加し

た中小企業に対するフォローアップ調査を実施し、データベース

を活用した分析も行いながら、事業効果の検証を図っている。

（令和３年度概算要求での改善状況） 

データベースを活用して見本市ごとの出展成果を検証し、費用対

効果の高い見本市に出展支援を重点化するとともに、コロナ禍で

も事業効果を担保できるよう、非対面の手法としてオンライン商

談への支援を組み合わせて概算要求を実施。 
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・なお、過去にＪＥＴＲＯで海外コーディネーター

を廃止した経緯を踏まえ、廃止したものがほぼ

そのまま復活するようなことがないようにすべ

きであり、ＪＥＴＲＯの運営費交付金や自己資

金の枠内で行う本来業務と補助金で行う業務と

の関係を含めて、ＪＥＴＲＯの役割について精

査すべきである。 

【現地進出支援】 

（対応方針） 

・本事業では、海外市場を獲得する潜在力を有し

ており、海外展開への意欲はあるものの、ノウハ

ウを有していない中小企業に対して、中小企業の

輸出・進出ニーズの高い｢国・地域（東南アジア、

欧州等）｣や｢産業分野（日用品、繊維、ヘルスケ

ア等）｣において、特定産業に特化した海外専門

見本市(メゾン・エ・オブジェ（パリ）)等を通じ

た商談機会の提供や、専門家による貿易投資相談

を行う事業を実施している。

・他方、 運営費交付金では、大企業・中堅企業も

含めた企業を対象に、中東・アフリカ等進出の難

易度が高くかつ、政策ニーズの高いフロンティア

市場に対し、総合見本市（イノプロム（ロシア）

等の出展支援を通じ、日本の製品・技術の魅力や

ブランド力を総合的かつ統一的にプロモーショ

ンする事業等を行っている。

・運営費交付金で行う業務と補助金で行う業務

には上記のような違いがあり、補助金で行う本事

業では、政府目標である中小企業の海外展開支援

を達成するため、中小企業のニーズを踏まえ国の

施策として確実かつ適切に実施することが求め

られることから、独立行政法人に事業の裁量が委

ねられる独法交付金という形態ではなく、中小企

業対策費を財源とし、国が事業の実施方法等を決

めた上でより国がコミットできる補助事業とし

て行っている。

・JETRO において適切な補助金事業の執行が行わ

れるよう、引き続き予算要求・執行プロセス等で

不断の検証、見直しを図る。

【JAPAN ブランド育成】 

（対応方針） 

・指摘事項を踏まえＪＥＴＲＯの役割を精査し

【現地進出支援】 

・左記の対応方針に基づき、運営費交付金の担当者と本事業（補

助金）の執行担当者と連絡を密にしながら、適切な補助金執行が

行われるようフォローアップを実施している。

（令和３年度概算要求での改善状況） 

運営費交付金等で行う本来業務と本事業（補助金）で行う業務の

重複がないよう、左記の対応方針を踏まえてそれぞれの支援対

象・実施内容を整理した上で概算要求を実施。 

【JAPAN ブランド育成】 

・指摘を踏まえ、海外ニーズ発掘型事業については、事業を実施

しないこととした。
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た結果、令和２年度当初予算において要求してい

た海外ニーズ発掘型事業については、海外ニーズ

を踏まえた商品・サービス開発の重要性の考えを

令和２年度 JAPAN ブランド育成支援等事業（補

助）内で専門家の活用を後押しすることにより反

映することとし、当該事業の実施について見直し

を図る。 

（スケジュール） 

令和 2年度事業の予算に反映させる。 
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【新たな広域連携促進事業】 

○本事業は、全国において多様な広域連携の取組

を促進するとともに、国において全国各地の先

進事例の知見を収集し、得られた知見について

の情報提供等により、取組の横展開を促進する

目的で実施しているものであるが、指摘事項を

踏まえ、事業のあり方については、令和２年度

から以下のとおり抜本的に見直す。

・採択団体数、実施分野を絞り込み、今後の人

口減少・少子高齢社会を見据えた先進的な事

例に係る知見の収集を強化する。

具体的には、

①連携中枢都市圏の形成に係る取組、各制度

所管官庁の事業対象となる取組は対象外

とする。

②新規性や全国展開の可能性が高く、他団体

のモデルとなり、横展開が可能な取組のみ

を対象とする。

③人口減少・少子高齢社会を見据えた先進的

な取組として、行政需要や経営資源の長期

的な変化の見通しの把握（「地域の未来予

測」の作成）を行う取組を募集する。

・また、取組の横展開を促進するため、これま

での取組内容を整理・分析し、有識者による

検証も実施した上で、とりまとめ（事例集の

作成等）を行い、その内容の公表・周知を徹

底する。

○本事業は令和３年度までに終了する。来夏にと

りまとめられる予定の第 32 次地方制度調査会

答申等を踏まえ、新たな事業展開を検討する。 

【新たな広域連携促進事業】 

○本事業のあり方については、今年度から、連携中枢都市圏の形

成に係る取組は対象外とし、公共交通・公共施設等の再編や専

門人材の広域的な確保・育成・活用などの困難な課題の対応に

取り組む広域連携に係る取組のみを採択するよう改善。

○行政需要や経営資源の長期的な変化の見通しの把握（「地域の

未来予測」作成）については、今年度ＷＧを立ち上げ、有識者

及び地方公共団体職員を委員とし、現在、国として例示すべき

対象分野や指標、推計方法について検討を行っているところ。

○モデル事業等のフォローアップ調査については、効果の把握可

能なものを調査対象とし、現在、調査に係る公募の準備を行っ

ているところ。

（令和３年度概算要求での改善状況） 

○令和３年度は、本年６月にとりまとめられた第 32 次地方制度

調査会答申（※）等を踏まえ、以下のとおり新たな事業を構築

の上実施する。

・左記対応方針（第１項③、第２項）を踏まえ、長期的な変化・

課題の見通しを踏まえることを原則に、連携中枢都市圏等に

おける取組の深化、核となる都市がない地域・三大都市圏に

おける生活機能の確保、都道府県による市町村の補完・支援

等の多様な広域連携を推進するための、モデル的な取組を募

集する。

・左記対応方針（第１項①、②）を踏まえ、募集する取組の内

容は公共交通・公共施設等の再編や専門人材の広域的な確

保・育成・活用などの困難な課題の対応に取り組む広域連携

に係る取組に限定する。

（※）第３２次地方制度調査会答申において、 

・２０４０年頃にかけて生じる人口構造の変化やインフラの老

朽化、専門人材不足の深刻化に対応するため、長期的な変化・

課題の見通しを共有し、広域連携による施設・インフラ等の資

源や専門人材の共同活用に取り組むことが効果的であること

・市町村による他の地方公共団体との連携は、地域の実情に応

じ市町村間の広域連携、都道府県による補完・支援など多様な

手法の中から最適なものを選択することが適当であること

について指摘されている。 

32



令和元年「通告」の指摘事項に対する各府省の対応状況 

（令和２年 11 月６日現在） 
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執行率が 6割程度となっているところであり、今後も積

極的な働きかけにより執行率の向上を図ることとする。 

 本事業の波及効果については、令和元年度、事業の波

及効果を示す指標の開発と、これまで採択し一定年数が

経過した事業の効果検証を実施しており、あわせて作成

する事例集とともに、全国の地方公共団体、事業者、金

融機関等に情報提供し、更なる本事業の活用を図ること

とする。令和 2年度は、対象事例を絞り込んで検証を深

め、先進自治体の取組の着眼点や事業を進める上での留

意点等を整理する。 
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 自己収入増加に係る取組状況については、令和元年度業務実績等

報告書において、自己収入の獲得状況及び取組の詳細を記述して

公表することで、「見える化」を図った。

令和 2年度は、各部門ごとに外部資金獲得の方針を自ら設定し、

既に研究者の支援（提案書の推敲支援や採択率向上のための研修

会等）や働きかけ（公募情報の周知やマッチング）を開始してい

るなど、競争的研究資金・受託収入等の外部資金獲得に積極的に

取り組むほか、競争的研究資金の獲得を促進するため、外部資金

の管理体制の在り方や獲得テーマに対する内部資金の重点配分

等の優遇制度の創設を目指し、検討を実施している。

＜令和２年度の外部資金への応募状況＞

ムーンショット型研究開発制度：6件

共創の場形成支援プログラム：2件

安全保障技術研究推進制度：11 件

さらに、外部資金獲得の一方策として、新たな層からの寄附金獲

得を目指した金融機関、地方自治体等との連携を推進するととも

に、外部資金獲得のインセンティブを生む制度の検討も併せて進

めているところである。 

-1_j.html

GITAI 

https://www.ja

xa.jp/press/20

20/09/20200910

-1_j.html

アバターイン

https://www.ja

xa.jp/press/20

20/05/20200518

-2_j.html

ワンテーブル

https://prtime

s.jp/main/html

/rd/p/00000000

2.000037213.ht

ml

食分野 

https://www.ja

xa.jp/press/20

20/04/20200422

-2_j.html

暮らし・ヘルス

ケア分野

https://www.ja

xa.jp/press/20

20/07/20200707

-1_j.html

・航空科学技術の研究開発については、開

発の目的・効果に着目して官民の役割分

担とそれに応じた負担を再整理し、民間

資金をより一層活用しつつ研究開発を

推進するべきである。

 官民の役割分担等については、研究開発段階等を考

慮した官民の役割分担等の在り方を令和２年度の年

度計画に明記する。

 民間資金の一層の活用に向けては、令和２年度も引

き続き航空機電動化等における異分野も含む民間と

のコンソーシアムでの研究開発体制の充実、強化等

の取組を進める。

 民間との役割分担は、以下の方針に基づく取り組みを実施する旨

を令和２年度の年度計画に記載した。

 公共性の高い技術の研究開発、基盤技術の研究開発及び技術

リスク等の観点から民間事業者では取り組むことが困難な

技術の研究開発については、JAXA が主体となって実施する。 

 上記により技術リスク等が縮減され、民間事業者への成果展

開が見込まれる段階の技術の研究開発については、共同研

究、コンソーシアム等の枠組みを用いて、民間リソースの適

切な活用を図りつつ実施する。

 令和２年度も引き続き民間資金をより一層活用する研究開発を

令和２年度年度

計画 14 頁参照 

https://www.ja

xa.jp/about/pl

an/pdf/r2nd-

year_plan-

a.pdf 
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進めるため、民間企業とのコンソーシアム、共同研究などの枠組

み構築による連携強化の取り組みを進めている。 

 航空機電動化の研究開発では、前回進捗報告以降、電動化に

よる燃費削減効果の評価ツールの構築等の成果創出、モータ

等の電力要素の研究開発の促進並びに電動航空機の国際標

準化に向けた新たな検討のため、航空産業界に加え、異業種

である自動車業界や電機業界などの民間企業との連携を進

めた。併せて、更なる連携強化を目指したコンソーシアムの

体制自体の拡充にも注力した結果、民間企業 16 社（令和２年

１月末時点の民間企業 78 社からの増）が新たにコンソーシ

アムに参画した。

 航空安全技術の研究開発では、特に滑走路上の雪氷検知や空

港周辺の被雷予測技術の社会実装化を促進するため、製品化

に関心のある民間企業との共同研究体制を構築した。また、

実際に空港を利用した技術実証機会を得るため、自治体（福

井県）と研究開発促進に係る包括協定を締結した。

 上記のほか、次世代航空機用エンジン技術の研究開発のた

め、民間企業との共同研究を通じた連携体制を維持してい

る。
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・関連して、国際宇宙ステーション開発に必

要な経費については、ゲートウェイ構想が

実施段階を迎えるにあたって、速やかに国

際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」

の役割を再整理するとともに、「きぼう」

の民間開放を一層推進し、有償利用の受託

研究等を拡大することでより効果的で生産

的な研究開発としつつ、自己収入の確保に

努めていくべきである。

 「きぼう」の役割の再整理については、「きぼう」の

運用終了後も見据え、各国の検討状況も注視しつつ、

地球低軌道における我が国の有人宇宙活動の在り方

について、令和元年度中に選択肢を整理する。

 「きぼう」の民間開放の一層の推進及び有償利用の

受託研究等の拡大に向けては、既に超小型衛星放出

サービス等で実施済みの民間企業への事業開放の他

の事業への拡大や、ＪＡＸＡと非宇宙分野を含む民

間企業との共創による新たな事業創出等の取組（Ｊ

－ＳＰＡＲＣ）の更なる充実を令和２年度も引き続

き図っていく。

・地球低軌道における我が国の有人宇宙活動の在り方については、

令和元年度に選択肢の考え方について整理を行ったが、米国政府

において 2025 年以降の ISS 運用延長方針が決定されていないこと

から、令和元年度中のとりまとめは時期尚早と判断し、喫緊の対応

の必要を指摘された地球低軌道活動の需要喚起やニーズ把握を行

い、その結果や米国政府の方針決定に係る動向を踏まえながら、令

和２年度後半に改めて検討を行うこととした。また、宇宙基本計画

（令和２年６月閣議決定）において、ISS が国際宇宙探査で必要とな

る技術実証の場として新たに位置づけられたこと、2025 年以降の活

動について各国の検討状況も注視しつつ、その在り方について検討

を進め、必要な措置を講ずるものとされたことも踏まえ、引き続き、更

なる議論を進めている。

 利用メニューの拡大を含む「高頻度化、定時化、定型化」といっ

たプラットフォーム化を進めることで有償利用の受注件数を 4

年連続で増加させた。特に超小型衛星放出事業（Space BD(株)、

三井物産エアロスペース(株)）については、民間企業に寄り添っ

た形で技術移管を進めるとともに、審査プロセスの標準化などを

進め、2018 年度の事業化から 2 年で当初計画の 3 倍を超える 34

機の受注を 2 社で獲得し、JAXA の支援と民間ならではのネット

ワーク、フットワークがシナジー効果を発揮し事業が定着化して

きている。

・民間利用では、「きぼう」ならではの早期の軌道上実証プラット

フォームとして、(株)ソニーCSL 社と宇宙探査イノベーションハ

ブ及び NICT との連携による小型衛星向けの光通信実験につい

て、イーサネットでの宇宙と地上の双方向光通信を世界で初めて

達成し、令和元年度開催の第 4 回宇宙開発利用大賞（総理大臣

賞）を受賞した。また、中島田鉄工所と東北大学が開発し、「き

ぼう」で技術実証した膜展開式軌道離脱装置が(株)ALE の人工流

れ星実証衛星に搭載され、実用化されるなどの成果が出ている。 

・J-SPARC 関連では、(株)バスキュール・スカパーJSAT(株)による

「宇宙メディア事業」の第 1弾として、軌道上の「きぼう」にス

タジオを開設し、東京の地上スタジオから軌道上機器を遠隔操作

し、世界初の対面型リアルタイム双方向通信放送システムを

JAXA とともに構築し、令和 2 年 8 月に第 1 回放送に成功した。

（再掲）
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・また、訪日外国人旅行者の

増加の効果に応じて、補

助率に差異を設けるな

ど、費用対効果も考慮し

て事業を進めるべきであ

る。 

（対応方針） 

・補助金の額を決めるにあたり、現在の補助金の額の決め方に加え、設

定する目標値及び訪日外国人旅行者の増加の効果に応じて、補助金の

上限額を設定する。

（スケジュール） 

上記対応について、令和元年度中に検討し、令和２年度の補助金交付

要綱等へ反映させる。 

令和２年度の補助金交付要綱等を令和元年度中に検討し、左記の

通り改定した。 

（令和 3年度概算要求での改善状況） 

国際観光旅客税を充当する具体的な施策・事業については、観光

戦略実行推進会議における民間有識者の意見も踏まえつつ、 今

後の予算編成過程において検討することとされている（観光立国

推進閣僚会議決定）ことから、その際には、本フォローアップも

考慮して検討。 

財磨き上げ事業要

綱等 

https://www.bunk

a.go.jp/seisaku/

bunkazai/joseish

ien/kankojujitsu

/1418359.html

・地域文化財総合

活用推進事業

https://www.bunka.go.jp/

seisaku/bunkazai/joseish

ien/kankokyoten_jigyo/r0

2_sogokatsuyo/index.html

・Living History

（生きた歴史体感

プログラム）促進

事業

https://www.bunka.go.jp/

seisaku/bunkazai/joseish

ien/living_history/92109

801.html

・文化遺産観光拠

点充実事業

https://www.bunka.go.jp/

seisaku/bunkazai/joseish

ien/bunkaisan_kyoten/922

38801.html

・文化観光充実の

ため国指定等文化

財磨き上げ事業要

綱等

https://www.bunka.go.jp/

seisaku/bunkazai/joseish

ien/kankojujitsu/1418359

.html 
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・更に、訪日外国人旅行者の

増加により効果的な事業

に補助するため、事業実

施前後における、訪日外

国人旅行者の増加の効果

を検証し、その後の事業

選定の参考にすべきであ

る。 

（対応方針） 

・今後の採択に資するため、事業により期待される事業効果として、イ

ンバウンドの現状値及び目標値、目標値に対する達成度（見込みを含

む）を確認し、成果を検証する。目標未達の場合には、未達となった

原因を分析し、インバウンドを増加させるための改善策を事業者に提

出・実行させるとともに、その際得られた知見をその後の事業選定の

参考とする。

（スケジュール） 

上記対応について、令和元年度中に検討し、令和２年度の補助金交付

要綱等へ反映させる。 

令和２年度の補助金交付要綱等を令和元年度中に検討し、左記の

通り改定した。 

（令和 3年度概算要求での改善状況） 

国際観光旅客税を充当する具体的な施策・事業については、観光

戦略実行推進会議における民間有識者の意見も踏まえつつ、 今

後の予算編成過程において検討することとされている（観光立国

推進閣僚会議決定）ことから、その際には、本フォローアップも

考慮して検討。 

・地域文化財総合

活用推進事業

https://www.bunka.go.jp/

seisaku/bunkazai/joseish

ien/kankokyoten_jigyo/r0

2_sogokatsuyo/index.html

・Living History

（生きた歴史体感

プログラム）促進

事業

https://www.bunka.go.jp/

seisaku/bunkazai/joseish

ien/living_history/92109

801.html

・文化遺産観光拠

点充実事業

https://www.bunka.go.jp/

seisaku/bunkazai/joseish

ien/bunkaisan_kyoten/922

38801.html

・文化観光充実の

ため国指定等文化

財磨き上げ事業要

綱等

https://www.bunka.go.jp/

seisaku/bunkazai/joseish

ien/kankojujitsu/1418359

.html 
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・公営住宅の建設費について、自治体によって大き

な差があることを踏まえ、各自治体間での比較

が可能となるよう建設費や取組事例の「見える

化」を進めるとともに、補助限度額となる標準建

設費について見直しを行い、その適正化を図る

べきである。 

・公営住宅の建設費等の「見える化」について、

国土交通省において、各地方公共団体のコスト

縮減の取組事例を収集の上、地方公共団体に対

して情報提供を行う。また、公営住宅の標準建

設費について、実態調査等に基づく見直しを行

う。【前段：随時、後段：令和２年度予算政府案

に反映】

・令和元年度より、公営住宅等整備事業において、コスト縮減の

取組を要件化するとともに、地方公共団体との会議等におい

て、各地方公共団体のコスト縮減の取組事例の情報提供を行っ

ているところ、引き続き、会議等の機会を捉えて取組を継続す

る。また、平成 30 年度に実施した標準建設費に係る実態調査

等に基づき、標準建設費の見直しを行い、令和２年度予算に盛

り込んでいる。
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